
 

社会福祉連携推進法人制度の理解と活用の可能性 

 

 

 

【研修内容】 

令和 2 年 6 月に公布された「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部

を改正する法律」に基づき、令和 4年 4月より「社会福祉連携推進法人制度」が

スタートしました。制度開始から約半年、各地で認定に向けた動きが具体化してい

ます。社会福祉法人経営の新たな選択肢の一つとして、本制度の概要と活用の可能

性を検証します。 

 

 

 
【講師プロフィール】 

神林 佑介（かんばやし ゆうすけ） 

㈱川原経営総合センター 人事コンサルティング部 副部長  

 

社会福祉法人での勤務経験を経て、2012年より㈱川原経営総合センターに在籍。 

専門領域は、社会福祉法人の設立支援、新規事業の開業支援、人事給与制度の再構築 

支援、など。保育士・社会福祉士・行政書士。 

 

著書：「地域に選ばれる特別養護老人ホームの作り方」㈱日本医療企画_2018年。 

 

 
 


